
■運転免許

■作業資格

2021.2.18
(株)三機工業

新免許区分 旧旧免許区分 旧旧旧免許区分 必要な作業資格
パワーゲート
軽ダンプ
軽トラック
高所作業車 17m～22m 準中型 中型 普通 高所作業車運転技能講習

2ｔクレーン付 準中型 中型 普通
・小型移動式クレーン運転技

能講習
・玉掛技能講習(※3)

2ｔダンプ 4WD 準中型 中型 普通 なし
2ｔダンプ
2t平ボディー
27m高所作業車 中型 中型 普通 高所作業車運転技能講習

4ｔクレーン付 中型 中型 普通
・小型移動式クレーン運転技

能講習
・玉掛技能講習(※3)

4ｔダンプ 中型 中型 普通 なし
4t平ボディー 中型 中型 普通 なし

ホイールローダー 0.8㎥～（5t～）クラス 大型特殊 大型特殊 大型特殊
車両系建設機械（整地・運

搬・積込み用及び掘削用）運
転技能講習

コンバインドローラー 普通･小型特殊 普通･小型特殊 普通･小型特殊
ローラーの運転業務に係る

特別教育
フォークリフト 普通･小型特殊 普通･小型特殊 普通･小型特殊 フォークリフト運転技能講習

ホイールローダー

0.4㎥クラスの内
次の商品
・R420D　ま4783
・ZW30-5B　ま6440

普通･小型特殊 普通･小型特殊 普通･小型特殊

小型車両系建設機械（整地・
運搬・積込み用及び掘削用）
の運転の業務に係る特別教

育

ホイールローダー
0.3㎥～0.5㎥
（2t～4t）クラス
※上記商品以外

普通･小型特殊 普通･小型特殊 普通･小型特殊
車両系建設機械（整地・運

搬・積込み用及び掘削用）運
転技能講習

2017(H29)/3/12以降に
新しく免許を取得された方

2007(H19)/6/2以降に
免許を取得された方で

2017(H29)/3/12以降の
免許更新を受けていない
方

2007(H19)/6/1以前に
免許を取得された方で

2017(H29)/3/12以降の
免許更新を受けていない
方

受取に見えた方が運転のみ
を行う方の場合は、その方
が上記の資格を持っていなく
ても良い。ただし実際に作業
される方が資格を有している
事を資格証にて確認すること

※3)「玉掛技能講習」は「制
限荷重1ｔ以上の揚貨装置及
び吊上げ荷重1ｔ以上のク
レーン、移動式クレーンもしく
はデリックの玉掛け業務」を
行う場合に必要です

車種別運転免許・作業資格確認表

各免許区分について
(右記説明文は免許証の内容を確実に把握

できていれば気にしなくてもOK)

【補足】免許証「免許の条件等」の特殊表記
について

※1)5t限定準中型
「準中型で運転できる準中型車は準中型車
（5t)に限る」

※2)8t限定中型
「中型車は中型車(8t)に限る」

１．使用される車種を確認
２．運転免許証を確認
３．作業資格が必要な車種は資格の有無も確認

車　　種

なし準中型 普通 普通

なし普通 普通 普通

旧免許区分

○大型> 中型> 8t限定中型> 準中型> 5t限定準中型> 普通
○大型特殊> 小型特殊
○車両系> 小型車両系　○移動式クレーン> 小型移動式クレーン
この順番のように上位の資格があれば下位の車両は全部乗れます

普通

準中型

準中型

準中型

5t限定準中型(※1)

8t限定中型(※2)

8t限定中型(※2)

8t限定中型(※2)
8t限定中型(※2)

2017(H29)/3/11以前に免
許を持っていた方で
2017(H29)/3/12以降に免
許の更新を受けている方

●5t限定準中型
└→2007(H19)/6/2以降に
普通免許取得

○8t限定準中型
└→2007(H19)/6/1以前に
普通免許取得

大型特殊

普通･小型特殊

普通･小型特殊

普通･小型特殊

普通･小型特殊


